
 

 

公立大学法人奈良県立医科大学と株式会社タカトリが 
産学連携に関する包括協定を締結しました   

 
このたび、公立大学法人奈良県立医科大学（理事長：吉岡章）と株式会社タカトリ（代表取

締役社長：北村吉郎）は、教育、研究及び開発等の分野で連携・協力し、相互の発展に資する

ため、平成 25年 6月 10日に株式会社タカトリ本社において、本学吉岡章理事長と株式会社タ

カトリ代表取締役社長が出席して調印式を開催し、両者の間で産学連携に関する包括協定を締

結しました。 

 

記 

 

＜協定の概要＞ 

（１）目的 

  相互の資源（人的・物的資源、知的財産等）を出し合い、新たなイノベーションの創出に取り

組み、学術及び産業の振興と地域の発展に寄与する。 

 

（２）連携する事項 

  ①教育及び人材育成に関すること 

  ②研究、開発に関すること 

  ③施設の利用に関すること 

④地域貢献に関すること 

  ⑤その他、双方が必要と認める事項 

 

（３）連携協議会の設置 

（２）に掲げる事項を円滑に推進するため、双方の関係者で構成する連携協議会を設置 

 

（４）有効期間 

  協定締結より 3年間。ただし、期間満了の 1か月前までに、相手側から更新しない旨の意思表

示がない限り、同一内容により契約を 3年間更新し、その後も同様とする。 

 

 調印後、協定書を披露する本学吉岡理事長（左）と株式会社

タカトリ北村代表取締役社長 

調印式出席者（後列左から本学熊井スポーツ医学講座教授、小

西産学官連携推進センター長、㈱タカトリ北村代表取締役社

長、増田取締役営業本部長、前列左から本学吉岡理事長、㈱タ

カトリ髙鳥代表取締役会長） 






